
平
成
十
九
年
三
月
九
日
受
領

答

弁

第

九

六

号

内
閣
衆
質
一
六
六
第
九
六
号

平
成
十
九
年
三
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
赤
羽
駅
西
口
地
区
（
第
二
期
）
市
街
地
再
開
発
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
赤
羽
駅
西
口
地
区
（
第
二
期
）
市
街
地
再
開
発
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て

住
宅
・
都
市
整
備
公
団
（
現
在
は
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
）
が
施
行
し
た
東
京

都
市
計
画
事
業
赤
羽
駅
西
口
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
（
第
�
期
）
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

機
構
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
御
指
摘
の
「
三
〇
〇
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル
」
は
本
件
事
業
に
係
る
第
三
街
区
の
施

設
建
築
物
の
う
ち
大
型
店
舗
部
分
に
つ
い
て
登
記
が
な
さ
れ
た
専
有
部
分
（
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
七
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
「
専
有
部
分
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
面
積
の
合
計
で
あ
る

三
万
五
十
四
・
五
一
平
方
メ
ー
ト
ル
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
御
指
摘
の
「
二
〇
四
五
一
平
方
メ

ー
ト
ル
」
は
大
型
店
舗
部
分
以
外
の
部
分
も
含
め
た
当
該
施
設
建
築
物
の
う
ち
権
利
変
換
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
部
分
に
つ
い

て
登
記
が
な
さ
れ
た
専
有
部
分
の
面
積
（
共
有
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
面
積
に
持
分
割
合
を
乗
じ
た
も
の
）
の
合

計
で
あ
る
二
万
四
百
五
十
一
・
八
七
平
方
メ
ー
ト
ル
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
当
該
施
設
建
築
物
の
登
記

に
つ
い
て
は
、
認
可
を
受
け
た
権
利
変
換
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
そ
の
申
請
が
な
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
三
）
に
つ
い
て

一



機
構
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
御
指
摘
の
「
約
四
一
％
の
子
会
社
取
得
分
」
は
都
市
再
開
発
株
式
会
社
（
現
在

は
、
株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
（
以
下
「
新
都
市
ラ
イ
フ
」
と
い
う
。
）
）
が
取
得
し
た
本
件
事
業
に
係
る
第
三
街
区
の
施

設
建
築
物
の
う
ち
大
型
店
舗
部
分
の
共
有
持
分
で
あ
る
約
四
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
該
大
型
店
舗

部
分
の
専
有
部
分
の
面
積
は
、
三
万
五
十
四
・
五
一
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
当
該
共
有
持
分
の
取
得
金

額
に
つ
い
て
は
新
都
市
ラ
イ
フ
の
経
営
情
報
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
公
表
は
差
し
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
こ
と

で
あ
る
。

（
四
）
に
つ
い
て

機
構
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
業
の
施
行
地
区
内
の
宅
地
若
し
く
は
建
築
物
又
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
権

利
を
有
す
る
者
で
、
権
利
変
換
期
日
に
お
い
て
当
該
権
利
を
失
い
、
か
つ
、
当
該
権
利
に
対
応
し
て
、
建
築
施
設
の
部
分
又

は
施
設
建
築
物
の
一
部
に
つ
い
て
の
借
家
権
を
与
え
ら
れ
な
い
も
の
の
人
数
は
千
六
百
八
十
三
名
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
者
が

権
利
変
換
期
日
に
お
い
て
失
う
権
利
の
価
額
と
し
て
権
利
変
換
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
額
の
合
計
は
約
百
四
十
九
億
七

千
七
百
万
円
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
事
業
に
係
る
当
初
の
事
業
計
画
に
お
け
る
事
業
費
に
対
す
る
変
更
後

の
事
業
計
画
に
お
け
る
事
業
費
の
増
加
額
は
、
二
百
十
一
億
七
千
百
万
円
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二



（
五
）
に
つ
い
て

機
構
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
新
都
市
ラ
イ
フ
は
、
再
開
発
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
る
施
設
の
管
理
運
営
等
の

事
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
社
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
に
よ
り
建
築
さ
れ
た
施
設
建
築
物
の
う
ち
地
域

住
民
の
利
便
の
た
め
の
大
型
店
舗
部
分
を
取
得
し
運
営
す
る
こ
と
は
、
同
社
の
本
来
業
務
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

三


